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旭川軟式野球連盟 

会長  長野 昭彦 殿 

 

少年（学童）野球プロジェクト会議 

代表 大澤 秀二、松田 卓也 

 

少年（学童）野球運営事項の検討について（答申） 

 

本プロジェクト会議は、理事会の諮問に応じて、11 月 23 日に議論をした結果、下記

のとおり次年度に運営事項が実施されるよう答申する。 

 

記 

1、少年団の編成について 

  1 校区 1 団体を原則とすることを確認した。 

  但し、諸事情により他の少年団に移籍（救済措置）する場合には、受入先の少年団

が全責任を負うことで届出書を旭川軟式野球連盟（以降、本連盟と略す）に提出し承

認を得る。なお、届出書は本連盟・事務局で項目等を検討し作成する。 

 

2、支部制の在り方について 

  4 支部制で運営を図ってきたが、昨今の少子化と家庭環境等により少年団数が減少

の一途を辿っている。A クラスでは 2019 年 41 少年団、2020 年 36 少年団と 5 少年

団の減少となった。一方で、今後を予測する上で 2020 年の B クラス 31 少年団、C

クラス 25 少年団と何れのクラスにおいても減少傾向である。この現状を踏まえ、各

少年団において加入募集活動、地域活動参画等への努力を図っていくことが必要であ

るとの意見も出された。本連盟においても、運営環境作りに尽力を図っていただくよ

う要望する。 

  このような状況を鑑み、支部の維持にも支障が出てくることも踏まえて検討した。

その結果、次年度は 4 支部制を廃止することになった。 

 なお、上記の諸問題に対しても過渡期の間は、現支部長は少年部担当理事として尽力

いただくことになった。 

 

3、合同・合併について 

  少年団員数に囚われることなく、合同・合併を認めるが、届出書を本連盟に提出し

承認を得る。 

 

以上 

 


